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別紙１ 作成義務者の一覧表 
                                                                                     

施設又は事業の種類 該当施設・事業及び根拠法令 
作成すべき計画又は規程と 

根拠法令 
提出先 提出部数（写しの部数） 届出書又は送付書に添付する書類 

南海トラフ地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法施行令

（以下「政令」という。）第３条第１

号に規定する施設 

１項 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場（30 人） 

ロ 公会堂又は集会場（30 人） 

２項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ類（30 人） 

   ロ 遊技場又はダンスホール（30 人） 

    ハ 性風俗関連特殊営業（30 人）  

    ニ カラオケボックス類（30 人） 

３項 イ 待合、料理店類（30 人） 

    ロ 飲食店（30 人） 

４項 百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗又は展示場（30 人） 

５項 イ 旅館、ホテル又は宿泊所類（30 人） 

６項 イ 病院、診察所又は助産所（30 人） 

８項 図書館、博物館、美術館類（50 人） 

９項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場類（30 人） 

 ロ イ以外の公衆浴場（50 人） 

１０項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（50 人） 

１１項 神社、寺院、教会類（50 人） 

１３項 イ 自動車車庫又は駐車場（50 人） 

１５項 前各項に該当しない事業場（50 人） 

１６項の２ 地下街（30 人） 

１７項 文化財建築物（50 人） 

【消防法施行令第１条の２第３項】 

消防法第８条第１項に規定する消

防計画 
消防長（消防本部を置かない市町

村にあっては市町村長）又は消防

署長 

１部（１部） 当該施設の位置を明らかにした図

面 

１６項の３ 準地下街（建築物の地階で不特定多数が出入りするもの） 

 

対策計画 知事 １部（１部） 同   上 

政令第３条第２号に規定する施設 次の複合用途防火対象物で不特定多数の者が出入りするもの 

（その一部が消防法施行令別表第１の１項から 4 項、５項イ、６項イ、８

項から 11 項、13 項イ又は 15 項の防火対象物の用途で、当該用途に供

されている部分の収容人員の合計が 30 人以上のもの） 

 

 

                 【消防法施行令第１条の２第３項】 

（１項から４項、５項イ、６項イ、

９項イの施設で収容人員 30 人以

上のもの及び 8 項 9 項ロ、10 項、

11 項、13 項イ、15 項の施設で

収容人員５０人以上のもの） 
消防法第８条第１項に規定する消

防計画 

消防長（消防本部を置かない市町

村にあっては市町村長）又は消防

署長 

１部（１部） 同   上 

（8 項、9 項ロ、10 項、11 項、13
項イ、15 項の施設で収容人員が

30 人以上 50 人未満のもの） 
対策計画 
 

知事 １部（１部） 同   上 
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施設又は事業の種類 該当施設・事業及び根拠法令 
作成すべき計画又は規程と 

根拠法令 
提出先 提出部数（写しの部数） 届出書又は送付書に添付する書類 

政令第３条第３号に規定する施設 予防規定を定めなければならない危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所 

 

【危険物の規制に関する政令第 37 条】 

消防法第１４条の２第１項に規定

する予防規程 
市町村長（都府県知事又は総務大

臣） 
２部（１部） 
※危険物の規制に関す

る規則第 62 条第２項 
 

同   上 

政令第３条第４号に規定する施設 火薬類の製造所（経済産業大臣の許可） 

 

【火薬類取締法第３条】 

火薬類取締法第２８条第１項に規

定する危害予防規程 
経済産業大臣又は知事 １部（１部） 

 
 
 

同   上 

政令第３条第５号に規定する施設 高圧ガスを製造する事業所（不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く） 

（都道府県知事の許可） 

【高圧ガス保安法第５条第１項】 

高圧ガス保安法第２６条第１項に

規定する危害予防規程 
知事 １部（１部） 

 
 
 

同   上 

政令第３条第６号に規定する施設 当該施設において通常貯蔵し、又は１日に通常製造し、若しくは取り扱う

毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては２０トン以上、劇物にあって

は２００トン以上の施設 

【毒物及び劇物取締法第２条】 

対策計画 知事 １部（１部） 
 
 
 
 

同   上 

政令第３条第７号に規定する施設 核燃料物資等の製錬施設(3 条第１項第２号)、加工施設(13 条第２項第２

号)、原子炉施設(23 条第２項第５号,43 条の 3 の 5 第２項第５号)、使用済

燃料貯蔵施設(43 条の 4 第２項第２号)、再処理施設(44 条第２項第２号)、

使用施設等(53 条第２号) 

【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 3 条他】 

対策計画 知事 １部（１部） 
 
 
 
 

同   上 

政令第３条第８号に規定する施設 第一種事業所及び第二種事業所（石油コンビナート等特別防災区域に所在

し、相当量の石油等を取り扱う事業所） 

【石油コンビナート等災害防止法第２条第６号】 

石油コンビナート等災害防止法第

１８条第１項に規定する防災規程 
市町村長（知事） １部（１部） 

 
 
 

同   上 

政令第３条第９号に規定する事業 第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業 

（指定公共機関以外の鉄道事業者が対象） 

 

【鉄道事業法第２条第１項】 

鉄道に関する技術上の基準を定め

る省令第３条第１項の実施基準 
地方運輸局長 １部（１部） 当該事業を運営するための主要な

施設の位置を明らかにした図面及

び南海トラフ地震防災規程の写し

の送付に係る市町村の名称を明ら

かにした書面 
 

索道事業（他人の需要に応じ索道による運送を行う事業（旅客の運送を行

わないものを除く。）。） 

 

【鉄道事業法第２条第５項】 

索道施設に関する技術上の基準を

定める省令第３条第１項の細則 
地方運輸局長 １部（１部） 

 
 
 
 

同   上 
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施設又は事業の種類 該当施設・事業及び根拠法令 
作成すべき計画又は規程と 

根拠法令 
提出先 提出部数（写しの部数） 届出書又は送付書に添付する書類 

政令第３条第１０号に規定する事業 軌道を敷設して運輸事業を経営する者 

 

【軌道法第３条】 

軌道運転規則第４条第１項の施設

及び車両の整備並びに運転取扱に

関して定められた細則 
 
 

地方運輸局長 １部（１部） 同   上 

政令第３条第１１号に規定する事業 一般旅客定期航路事業 

 

【海上運送法第２条第５項】 

（一般旅客定期航路事業） 
海上運送法施行規則第７条の２第

１項及び第２１条の１９第１項の

安全管理規程 

国土交通大臣又は地方運輸局長 １部（１部） 当該事業を運営するための主要な

施設の位置を明らかにした図面、航

路図及び南海トラフ地震防災規程

の写しの送付に係る市町村の名称

を明らかにした書面 
 
 

旅客不定期航路事業 

 

【海上運送法第２１条第１項】 

（旅客不定期航路事業） 
海上運送法施行規則第２３条の４

において準用する同施行規則第７

条の２第１項の安全管理規程 
 
 

国土交通大臣又は地方運輸局長 １部（１部） 同   上 

政令第３条第１２号に規定する事業 一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス） 

 

【道路運送法第３条第１号イ】 

運行管理規程 
（旅客自動車運送事業運輸規則 
 第４８条の２第１項の運行管理

規定） 

－ －（１部） 当該事業を運営するための主要な

施設の位置を明らかにした図面、運

行系統図及び南海トラフ地震防災

規程の写しの送付に係る市町村の

名称を明らかにした書面 
 
 

政令第３条第１３号に規定する施設 学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専

門学校等 １条） 

専修学校（124 条） 

各種学校（134 条） 

 

【学校教育法第１条、第 124 条、第 134 条】 

（収容人員５０人（特別支援学校及

び幼稚園にあっては３０人）以上の

もの）消防法第８条第１項に規定す

る消防計画 
 
 

消防長（市町村長）又は消防署長 １部（１部） 当該施設の位置を明らかにした図

面 

（収容人員５０人（特別支援学校及

び幼稚園にあっては３０人）未満の

もの）対策計画 
 
 
 

知事 １部（１部） 同   上 

Administrator
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施設又は事業の種類 該当施設・事業及び根拠法令 
作成すべき計画又は規程と 

根拠法令 
提出先 提出部数（写しの部数） 届出書又は送付書に添付する書類 

政令第３条第１４号に規定する施設 児童福祉施設（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携

型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童

発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭

支援センター） 

【児童福祉法第７条第１項】 

身体障害者社会参加支援施設（身体障害者福祉センター、補装具製作施設、

盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設） 

【身体障害者福祉法第５条第１項】 

保護施設（救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設） 

【生活保護法第３８条第１項】 

女性自立支援施設 

【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第１２条第１項】 

老人福祉施設（老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老

人介護支援センター）    【老人福祉法第５条の３】 

有料老人ホーム（常時 1０人以上の入所） 

【老人福祉法第２９条】 

介護老人保健施設 

【介護保険法第８条第２８項】 

介護医療院 

【介護保険法第８条第２９項】 

障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続

支援を行う事業に限る。）の用に供する施設 

障害者支援施設 

地域活動支援センター 

福祉ホーム 

【障害者総合支援法第５条第１項、１１項、２７項、２８項】 

 

（社会福祉施設等のうち収容人員

１０人、３０人または５０人以上の

もの） 
消防法第８条第１項に規定する消

防計画 

消防長（市町村長）又は消防署長 １部（１部） 同   上 

（社会福祉施設等のうち収容人員

１０人、３０人または５０人未満の

もの） 
対策計画 

知事 １部（１部） 同   上 

政令第３条第１５号に規定する施設 鉱山 

【鉱山保安法第２条第２項】 

対策計画 知事 １部（１部） 
 
 

同   上 

政令第３条第１６号に規定する施設 貯木場 

【港湾法第２条第５項第８号】 

対策計画 知事 １部（１部） 
 
 
 
 
 

同   上 
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施設又は事業の種類 該当施設・事業及び根拠法令 
作成すべき計画又は規程と 

根拠法令 
提出先 提出部数（写しの部数） 届出書又は送付書に添付する書類 

政令第３条第１７号に規定する施設 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定め

るものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業（当該事業の用に供

する敷地の規模が１万平方メートル以上のものに限る。）（動物園） 

対策計画 知事 １部（１部） 
 
 
 

当該事業を運営するための主要な

施設の位置を明らかにした図面及

び対策計画の写しの送付に係る市

町村の名称を明らかにした書面 
 

政令第３条第１８号に規定する施設 地方道路公社管理道路 

【道路法第２条第１項】 

一般自動車道 

【道路運送法第２条第８項】 

対策計画 知事 １部（１部） 同   上 

政令第３条第１９号に規定する施設 基幹放送事業 

【放送法第２条第２号】 

基幹放送局提供事業 

【放送法第１１８条第１項】 

対策計画 知事 １部（１部） 当該事業を運営するための主要な

施設の位置を明らかにした図面及

び対策計画の写しを送付した市町

村名を明らかにした書面 
 

政令第３条第２０号に規定する施設 ガス事業（ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製

造事業） 

 

【ガス事業法第２条第１１項】 

 

（ガス小売事業） 
ガス事業法第２４条第１項に規定

する保安規程 

経済産業大臣 １部（１部） 
  

同   上 

（一般ガス導管事業） 
ガス事業法第６４条第１項に規定

する保安規程 

経済産業大臣 

（特定ガス導管事業） 
ガス事業法第８４条において準用

する同法第６４条第１項に規定す

る保安規程 

経済産業大臣 

（ガス製造事業） 
ガス事業法第９７条第１項に規定

する保安規程 

経済産業大臣 

政令第３条第２１号に規定する事業

及び施設 
水道事業（水道事業（２項）、水道用水供給事業（４項）、専用水道（６項）） 

 

【水道法第３条】 

 

対策計画 知事 １部（１部） 事業にあたって当該事業を運営す

るための主要な施設の位置を明ら

かにした図面及び対策計画の写し

を送付した市町村名を明らかにし

た書面 
施設にあっては当該施設の位置を

明らかにした図面 
 
 
 

RC6232
取り消し線

RC6232
挿入テキスト
事業

RC6232
取り消し線
事業

RC6232
取り消し線
事業

Administrator
テキストボックス
事業

Administrator
テキストボックス
事業

Administrator
テキストボックス
事業
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施設又は事業の種類 該当施設・事業及び根拠法令 
作成すべき計画又は規程と 

根拠法令 
提出先 提出部数（写しの部数） 届出書又は送付書に添付する書類 

政令第３条第２２号に規定する事業 電気事業（小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、

発電事業） 

 

【電気事業法第２条第１項第１６号】 

 

電気事業法第４２条第１項に規定

する保安規程 
経済産業大臣又は産業保安監督部

長 
１部（１部） 
  

当該事業を運営するための主要な

施設の位置を明らかにした図面及

び南海トラフ地震防災規程の写し

を送付した市町村名を明らかにし

た書面 
 

政令第３条第２３号に規定する事業 石油パイプライン事業 

 

【石油パイプライン事業法第２条第３項】 

石油パイプライン事業法第２７条

第１項に規定する保安規定 
経済産業大臣、国土交通大臣及び

総務大臣 
１部（１部） 
 
 
 

同   上 

政令第３条第２４号に規定する施設 前各号以外の工場等で、勤務者が 1,000 人以上の工場等（工場、作業所、

事業場） 

消防法第８条第１項に規定する消

防計画 
消防長（市町村長）又は消防署長 １部（１部） 

 
 

当該施設の位置を明らかにした図

面 
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	第１　資機材、人員等の配備手配
	第２　他機関に対する応援要請
	（新設）
	（新設）
	第３　帰宅困難者への対応
	第４章　時間差発生等における円滑な避難の確保等
	（略）
	〇南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置
	（略）
	第３　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された後の災害応急対策の実施状況等に関する情報の収集・伝達等
	（略）
	第７　警備対策
	第８　水道、電気、ガス、通信、放送関係
	（略）
	第６章　防災訓練計画
	第７章　地震防災上必要な教育及び広報に関する計画
	（推進計画の作成に当たって配慮すべき事項）
	以下に掲げる南海トラフ地震の特徴を踏まえ、レベル１の地震・津波に対しては、ハード対策を推進しつつソフト対策も有効に組み合わせた対策の推進、レベル２の地震・津波に対しては、「命を守る」ことを目標として、ソフト対策とハード対策を総動員した総合的な対策を推進することを基本的な方針とし、地域特性（地域の被害想定等）に応じた計画を作成すること。
	（新設）
	（新設）
	（略）
	④ ①～③から、その被害は広域かつ甚大となること
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	⑤　想定される最大規模の地震となった場合、被災の範囲は超広域にわたり、その被害はこれまで想定されてきた地震とは全く異なると考えられること等
	（新設）
	第１章　総則
	第１　推進計画の目的
	この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年法律第92号。以下「法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
	（略）
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	第５章　地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画
	（以下の事業について具体的な目標及び達成期間を明示した事業計画を記載する事業については、政令・告示に留意すること）
	１　建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化
	４　土砂災害防止施設
	５　津波防護施設
	２　避難場所の整備
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	３　避難経路の整備
	６　避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設
	消防団による避難誘導のための拠点施設、緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設、平成25年総務省告示第489号に定める消防用施設
	（略）
	10　その他の事業
	（整備計画の作成に当たって配慮すべき事項）
	　計画作成に当たっては、具体的な目標及びその達成期間を定めるものとし、具体的な事業施行等に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備の順序及び方法について考慮するものとする。
	（新設）
	第３章　津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
	第１　津波からの防護
	１　都府県又は堤防、水門等の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門及び閘門の閉鎖、工事中の場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておくものとする。
	２　都府県又は堤防、水門等の管理者は、次の計画に基づき、各種整備を行うものとする。
	(1)　堤防、水門等の点検方針・計画
	　　方針・計画－略
	(2)　堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備等の方針・計画 
	　　方針・計画－略
	(3)　水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 
	　　管理方法・計画－略
	(4)　津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整備の方針及び計画
	整備方針・計画－略
	(5)　防災行政無線の整備等の方針及び計画
	整備方針・計画－略
	第２　津波に関する情報の伝達等
	津波警報等の津波に関する情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制は以下のとおり。
	情報の収集・伝達における都府県、市町村関係機関の役割－略
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	（新設）
	（役割分担や連絡体制等の検討にあたって配慮すべき事項）
	１　津波に関する情報の防災関係機関、地域住民等並びに防災関係機関に対する正確かつ広範な伝達
	２　船舶に対する津波警報等の伝達 
	３　船舶、漁船等の固定、港外退避などの措置
	４　管轄区域内の被害状況の迅速・確実な把握
	５　通常使用している情報伝達網が地震動等の影響により寸断される可能性があること
	（新設）
	（削除）

	（新設）
	（新設）

	（新設）
	（新設）
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